
老人福祉センター  
横浜市狩場緑風荘の概要 

 
１ 老人福祉センターの特色 

 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条に定める老人福祉センターで、横浜市内に居住 

している 60 歳以上の人及びその付添人が利用対象となります。高齢者に関する各種の相談に 

応じるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜 

を総合的に供与することを目的としています。個人、団体とも、利用料は無料です。 

  老人福祉センターにおける特徴的な事業としては、以下の３点です。 

（１） 趣味の教室 

    高齢者に生きがいづくりの機会を提供するため、文化系からスポーツ系まで幅広い範囲で、

地域のニーズに応じた各種講座を企画、運営しています。 

（２） 大広間の利用 

    舞台ではカラオケや踊り、座敷では休憩や飲食が可能です(飲酒は不可) 。原則として個

人利用となります。 

（３） 「高齢者福祉大学」事業の実施 

    高齢者が社会生活に必要な知識を習得し、心豊かな生活を目指すことを目的とし、横浜市

の補助事業として横浜市老人クラブ連合会が実施しています。老人福祉センターでは、会場

の優先利用に協力しています。 
 
２ 施設のあらまし 

  横浜市老人福祉センター狩場緑風荘は、環境事業局（現：資源循環局）保土ケ谷工場の余熱利

用施設として、建設費総額約７億６千 126 万円をかけ、昭和 55 年 10 月（工場は 55 年６月）に

完成し、翌 11 月に「老人福祉法」に基づく高齢者の利用施設として開館し、現在まで約 25 年が

経過しております。保土ケ谷工場の余熱利用施設としては、ほかに保土ケ谷プールが隣接してあ

ります。 

  横浜市では、このような施設を１区に１館を目標に建設を進めてきており、現在では 18 全区

（余熱利用施設５館）にこのような施設が設置されております。 

  狩場緑風荘の年間利用者数は 113,292 人（開館 340 日、男性 66,906 人、女性 46,386 人）で、

１日平均利用者数は 333 人となっています。 

  施設の種別については、狩場緑風荘は特Ａ型館に指定されております。特Ａ型館はＡ型館に保

健関係部門を強化した施設（診療室、検査室、運動指導室等）で、高齢者の健康増進を図るため、

栄養、運動等の指導を行うこととされています。具体的には、当館で実施している栄養教室、栄

養相談、健康相談、健康体操等の保健事業がこれにあたります。 

 

３ 施設の概要 

（１）名称    

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘 

（２）所在地   

横浜市保土ケ谷区狩場町 295 番地２ 

（３）開所年月日 

昭和 55 年 11 月１日 

 



 

（４）建物の概要  

構  造 鉄筋コンクリート造り 地上２階 

 竣工年月 昭和 55 年 10 月   

敷地面積 4,386.28 ㎡ 

延床面積 2,414.23 ㎡ 

施設内容 

 ２階：読書室、工作室、和室（４）、茶室、屋上庭園 

１階：事務室、会議室、ロビー、大広間、娯楽室、作業室、中広間、機能回復訓練室 

スポーツ室、浴室（男・女）、脱衣室（男・女）、健康相談室、診察室 

ロッカー室、喫煙コーナー 

    地階：機械室、監視室 

 

４ 施設の主な業務 

（１）受付 

   利用者が入館対象者であるかの確認をするとともに、利用者の非常時に緊急連絡先を把握で

きるようにします。 

   なお、受付及び利用の際に提供された個人情報については当センターの 

  ア 利用対象者 

  （ア） 市内に居住する 60 歳以上の方、及びその付添人 

  （イ） 市内に居住する方の 60 歳以上の父母、祖父母及びその付添人 

  イ 利用料 

    無料（趣味の教室等で使用する教科書・材料費等は実費） 

  ウ 利用時間 

    午前９時から午後５時まで 

  （ア） 浴室の利用 

午前 10 時 30 分から午後３時 30 分まで（午後３時までに入ってもらうよう案内して 

います。） 

  （イ） 大広間でのカラオケと踊り 

      午前９時 45 分から正午まで、午後１時から午後３時 45 分まで 

  （ウ） 和室の利用（10 人程度の団体の代表者が申込可能） 

      午前 10 時から午後３時まで 

  （エ） 会議室の利用（高齢者以外の地域の市民を対象に貸出） 

      原則、午前 10 時から午後３時まで 

  エ 受付方法 

    センター利用証の提示をしてもらいます。初めての利用の方の場合は、健康手帳、長寿の

しおり、敬老特別乗車証の提示をしてもらいます。（緊急連絡先の把握のため） 

    利用証等を携帯していない利用者は、個人利用者名簿に住所、氏名等必要事項を記入して

もらいます。 

  オ 休館日 

    施設点検日（毎月第４火曜日）及び年末年始（12 月 28 日から１月４日まで） 

   

カ 利用制限 

  （ア） 他人に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者。 

    例）館内での飲酒や泥酔者の入館。指定された場所以外での喫煙、飲食。館内での喧嘩。



 

伝染病の疾患のある者の入館。 

  （イ） 善良な風俗を害するおそれのある者。 

    例）館内を裸で歩き回ること。 

  （ウ） その他管理上支障があると認められる者。 

    例）館内での営利行為。館内での宗教活動（布教）。館内での政治活動。土足での入館。 

一般の方の自動車での来館。（永田台公園方面からの自転車、バイクでの来館は保土

ケ谷プールとの関係から認めることとなっています。） 

  キ 集計 

    毎日の男女別、区別、団体別、部屋別、教室別の利用者数を集計します。 

    また、これを１か月間集計した結果を福祉局高齢福祉推進課及び保土ケ谷区地域振興課へ

報告します。  

 

（２） 掲出物（ポスター、チラシ等）の取扱い 

    館内への掲出物の掲示については要望が多数ありますが、内容によっては掲示が不適切な

場合もあり、それらについては適正な取扱いを図る必要があります。 

  ア 掲出できるもの 

  （ア） 公共団体または公共的団体が主催、共催するもの 

  （イ） 公共団体または公共的団体が後援するもので、内容が老人福祉センター等にふさわし 

いもの。 

  （ウ） 老人福祉センター等の事業に関するもの 

  （エ） 地域活動に関するもの 

  イ 掲出できないもの 

  （ア） 特定の政治団体の利益になると思われるもの 

  （イ） 特定の宗教団体の利益になると思われるもの 

  （ウ） 特定の営利団体及び個人の利益になると思われるもの 

  （エ） その他、老人福祉センターの管理運営上好ましくないもの 

 

（３） ヘルストロンの利用申込み 

ヘルストロン（椅子に座るだけで、9,000Ｖの電界が全身をスッポリ包み、身体の調子の 

悪い部分を自力で治す力を向上させ、高齢者に多い、肩こり、不眠症、頭痛、慢性便秘等の 

諸症状に効果があるといわれる電位治療器）を設置して、健康の維持増進を図っています。 

  ア 利用時間 

    午前９時 10 分から午後３時 50 分 

  イ 通電時間 

    20 分（１人１日１回限り） 

  ウ 利用者数 

    80 人（毎日） 

  エ 利用方法 

    利用者が事務所受付で利用者名簿に氏名を記入し、利用券を受け取り、申込み順に使用し

ます。 

オ 利用上の注意 

  （ア） 入浴前後 20 分間の使用禁止。 

（イ） 通電中の人に対する接触の禁止。 

（ウ） 心臓病、高熱時、急性の病気、悪性腫瘍の人の使用禁止。 



 

 

（４） 浴室 

    公衆浴場法第２条第１項による許可を受けた浴場を設置しています。 

    浴室内の衛生管理は利用者を伝染病等から守るものであり、徹底して行わなければなりま

せん。 

    また、浴室は施設内で最も事故が多いところであるため、安全管理には十分配慮する必要

があります。 

  ア 衛生管理に関する法令 

  （ア） 公衆浴場法 

（イ） 公衆浴場法施行規則 

（ウ） 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例（昭和 48 年県条例） 

（エ） レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針について（平成 15

年厚生労働省告示第 264 号） 

イ 利用者の制限 

  次に該当する者は入浴できません。 

（ア） 伝染性疾患のある者。 

（イ） 善良の風俗を害するおそれのある者。 

（ウ） その他管理上支障があると認められる者。 

（入館時にチェックできない場合があるため注意を要します。） 

  ウ 浴室の維持 

  （ア） 清掃について 

脱衣場、浴室、浴槽、桶、椅子等洗面用具は毎日１回以上清掃します。 

浴槽内で失禁があった場合は、即使用を中止し、浴槽内の清掃及び消毒を行います。 

  （イ） 浴槽の湯について   

      前日以前に使用した湯または水は、重ねて浴用には使用しません。また、使用中の浴

槽の湯は、常に満たされているようにします。 

  エ 事故防止 

    浴槽内は室温が高いため、長湯をすることでのぼせの状態になり、貧血で倒れる場合もあ 

るため、常に浴室内の利用者に注意をする必要があります。 

    また、定期的に巡回して、湯の温度、カミソリ等危険物の排除、利用者の状況の把握に努 

める必要があります。 

 

（５） 施設の維持管理 

   ア 館内外の美化清掃 

     館内の大広間・ロビー及び廊下については毎日、その他については定期的にセンター職

員により清掃を行っています。 

     なお、浴室及びトイレ、カーペットについては毎日、Ｐタイル、コルク床、窓ガラス、

照明器具については定期的に委託業者が行っています。 

     館外については、正面玄関・職員通用口等は毎日、玄関前広場、屋上等は定期的にセン

ター職員が行っています。 

   イ 機械設備の保守点検委託及び修繕等 

     小破修繕のうち、簡易なものはセンター職員が行います。その他は業者委託で行います。 

 

 



 

（６） 緊急時対応 

    台風、大雨、大雪等の気象事情または利用者が施設内での事故による怪我をした場合に、

適切な処置をします。 

 

（７） 地震及び防災訓練 

    消防法上、不特定多数の人が利用する施設については、地震防災応急計画及び消防計画を

所轄の消防署に提出することになっています。また、地震及び防災訓練を年に２回以上実施

することとされています。 

 

（８） 個人情報の保護 

    受付及び利用の際には、最小限の個人情報のみを提出していただいており、個人情報の取

扱いについては十分注意し、当センターの事業運営以外の利用は一切しません。 

また、職員に対しても、個人情報の取扱いに関する教育を行い、適切な取扱いができるよ

う指導しています。 

 

５ 施設が行う主な事業 

  老人福祉センターは、地域の高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教

養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とした施設である

ため、次のような事業を行っています。 

（１） 趣味の教室 

        高齢者の方々が生きがいをもって、明るく豊かな生活が送れるよう「趣味の教室」等を実

施しています。 

  ア 受講資格 

    市内在住の満 60 歳以上の方 

  イ 開校期間 

    原則として前期（４～９月）と後期（10～３月）の２期制。講座によっては通年であった

り、募集時期が不定期の場合があります。 

  ウ 受講生の募集方法 

（ア） センターの職員が直接、保土ケ谷区の区政推進課広報相談係に募集要項の原稿を提出。 

基本的に、前期の内容は広報よこはま保土ケ谷区版２月号に、後期の内容は同８月号に 

掲載されます。 

  （イ） 福祉局高齢福祉推進課において、市内 18 館すべての開講内容を一覧にした「老人福

祉センターのごあんない」（別添）を前期、後期ごとに作成し、利用者への配布用とし

て各センター、各区地域振興課、各区老人クラブ連合会等に送付しています。 

      この作成にあたり、その年の後期分については６月下旬頃、翌年度前期分については

12 月下旬頃に、福祉局高齢福祉推進課から各センターあて、講座内容の事前調査を依頼

しています。 

  エ 申込方法 

    前期は２月、後期は８月の下旬に行います。受講者本人がセンターに申込みます。 

    申込みは、栄養教室を除いて１人１教室のみです。また、同一教室を再受講することはで

きません。 

    受講申込が少ない場合は、休講することがあります。（少ない事例：煎茶道、茶道） 

  エ 受講者の決定 

    定員を超えた場合は抽選により決定します。結果は申込者全員にはがきで連絡します。 



 

  オ 受講料 

    無料。ただし材料費等は受講者に負担してもらいますが、自己負担額が過大にならないよ

うチェックする必要があります。 

  カ 報告 

    実績報告（実施回数、受講者数等）を、前期分は 10 月中、後期分は４月中に、福祉局高

齢福祉推進課に提出します。 

  キ 広報 

    「老人福祉センターのごあんない」（別添）のチラシ及び「広報よこはま保土ケ谷区版」

で行います。 

  ク その他 

  （ア） 所定の日数（概ね７割）以上出席された方には修了証を差し上げています。 

  （イ） 台風、雪等の気象状況や講師の都合により教室を休講する場合は、あらかじめ作成し

てある教室の連絡網により連絡を行います。 

  （ウ） 開校式及び閉校式は、全教室において行います。 

  （エ） 趣味の教室の作品展示会を行います。（前期：９月末、後期：３月末 ３日間） 

      趣味の教室で学んだ成果を教室ごとに受講生が発表します。 

  （オ） 講師への謝金に関しては、１回あたり 5,000 円を標準として運営しています。 

 

（２） 大広間の利用 

    大広間は原則として個人利用の形態をとり、舞台ではカラオケや踊り、座敷では休憩や飲 

食が可能です。（飲酒は不可） 

  ア カラオケ、踊り 

    希望者が多いため、コミュニティスタッフが１名専属で担当し、順番整理や曲出し等の諸

作業を行っています。 

  イ 湯茶提供 

    コミュニティスタッフが１名専属で担当し、センター利用者に提供しています。また、食

事がとれるようになっており、憩いの場を提供しています。 

 

（３） 「高齢者福祉大学」事業 

  ア 概要 

    高齢者福祉大学は、高齢者が高齢者としての社会生活に必要な知識を習得し、社会への適

応能力を高め、生きがいのもてる心豊かな生活を目指すことを目的として、横浜市の補助事

業という形式で市老人クラブ連合会が実施しています。 

    老人福祉センターでは、老人福祉法第 20 条の７の趣旨に基づき、会場の確保、提供等を

行っています。 

  イ 内容等 

  （ア） 受講資格 

      市内在住の概ね 60 歳以上の人。ただし、特別講座は、一般講座を修了した人。 

  （イ） 開講期間 

     ａ 一般講座 

       ５月～10 月の週２回、計 30 回、午前９時 50 分～正午 

     ｂ 特別講座 

       ５月～翌年２月の週１回（土）、計 35 回、午前９時 50 分～正午 

 



 

  （ウ） 募集定員 

     ａ 一般講座 

       50 人～90 人 

     ｂ 特別講座 

       150 人 

  （エ） 受講申込 

      申込書に必要事項を記入し、保土ケ谷区老人クラブ連合会事務局、保土ケ谷区福祉保

健課運営係または狩場緑風荘へ申込。申込受付期間は３月上旬～４月上旬。 

  （オ） 受講料 

      1,000 円 

  （カ） 講座内容 

     ａ 一般講座 

高齢者福祉行政の現状、法律知識、食生活、一般教養など 

     ｂ 特別講座 

       時事解説、古典文学、歴史（郷土史）、健康づくりなど 

  ウ 受講生の募集方法 

    広報よこはま市版の３月号に募集概要を掲載。掲載依頼は福祉局高齢福祉推進課が行いま

す。 

  エ 経費等について 

    高齢者福祉大学講座の講師謝金等、運営に係る費用は、すべて市老人クラブ連合会が負担、

支出します。 

  オ 狩場緑風荘とのかかわり 

    講師の選定や運営に関する連絡調整など、大学の実務運営は、保土ケ谷区老人クラブ連合 

会が選出した運営委員（６～７人）が行います。狩場緑風荘としての実務は、会場の確保と 

申込書の受付程度です。毎年秋頃、市老人クラブ連合会から会場確保の依頼があります。 

    

（４） 相談 

    老人福祉センター設置の目的のひとつとして、地域の高齢者に対して各種の相談に応ずる

ことになっています。 

  ア 健康相談 

    高齢者の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な助言、援助を行います。 

    横浜市医師会の医師に依頼し、血圧、尿検査を毎週金曜日に行います。 

イ 生活相談 

    高齢者のために生活、住宅、身上等に関する相談が利用者からあった場合、適切な助言、

援助をセンター職員により行います。 

 

（５） 栄養教室 

    高齢者の健康づくりのために、食生活を見直し、バランスある栄養の摂取と消費について、

栄養士等が調理実習、試食をとおして行います。 

    また、大広間での講話をとおして高齢者の健康に関する意識を高めてもらい、健康の維持、

増進をお手伝いします。 

  ア 受講資格 

    市内在住の満 60 歳以上の方 

 



 

  イ 開校期間 

  （ア） 基礎コース（男性・女性教室） ４月～３月 

    ※ 基礎コースを修了した方が専修コース（12 か月）へ、専修コースを修了した方が研修

コース（12 か月）へ進めます。 

  （イ） 専修コース（男性・女性教室） ４月～３月 

 

  ウ 申込受付 

 基礎コース（男性・女性教室）については、２月に行います。申込は、受講者本人がセン

ターに申し込みます。 

  エ 受講者の決定 

    定員を超えた場合は抽選により決定します。結果は申込者全員にはがきで連絡します。 

  オ 受講料 

    無料。ただし材料費は実費（年間 8,000 円）を受講者に負担してもらいます。 

  カ 報告 

    実績報告（実施回数、受講者数等）を、年１回、４月中に、福祉局高齢福祉推進課に提出

します。 

  キ 広報 

    「広報よこはま 保土ケ谷区版」に掲載します。 

  ク その他 

    開校式及び閉校式は、基礎コース及び専修コースで行い、専修コース修了者に修了証を 

出しています。 

 

（６） 健康体操 

    高齢者の健康づくりのために、無理なく実施できる体操の講習会を毎週金曜日に行います。

受講者は健康相談の診断により、医師が認めた場合のみ受講できます。募集は趣味の教室と

一緒に行います。 

    実施回数等実績を福祉局高齢福祉推進課に報告します。講師謝金についても高齢福祉推進

課で支払います。 

 

（７） 研究会活動 

    趣味の教室卒業生に継続的な学習支援及び自主活動の支援を行うため、６か月間部屋等の 

優先利用を認めています。 

  ア 対象者  

趣味の教室卒業生で希望する者が自主的に行う。 

  イ 費用 

    趣味の教室と同程度の謝礼を研究生が講師に支払う。 

    老人福祉センター設置の趣旨から、研究生は会員の金銭負担を軽くすること、また、公的

施設であることを常に認識し、謝礼が高額にならないように留意する必要があります。 

 

（８）  クラブ活動 

趣味の教室研究会卒業生がグループを作り、自主的に趣味の教室の勉強を続けていくため 

に、クラブの名簿をセンターに提出して、その代表者からの申込みにより、和室等を利用す 

ることができます。このクラブ活動には講師はおりません。 

 



 

 

【添付資料】 

 

 １ 位置図 

 ２ 見取図 

 ３ 施設概要 

 ４ 業務内容 

 ５ 平成 16 年度 利用実績 

 ６ 平成 16 年度 管理運営委託料精算書 

 ７ 案内チラシ 

 ８ 平成 17 年度後期 老人福祉センターのごあんない 

（福祉局高齢福祉推進課作成資料） 

     


















